
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
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二
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二
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広
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彦
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名 
 
 

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
障

害
者
自
立
生

活
支
援
セ
ン

タ
ー
お
の
み

ち 

吉
田 

榮
作 
広
島
県
尾
道

市
栗
原
西
二

丁
目
二
番
一

六
号

当
法
人
は
、
障
害
者

市
民
が
地
域
で
自
立

し
た
生
活
を
し
て
い

け
る
社
会
の
実
現
を

図
る
た
め
、
障
害
者

の
自
立
支
援
や
障
害

者
の
暮
ら
し
や
す
い

街
づ
く
り
に
関
す
る

政
策
提
言
活
動
等
に

関
す
る
事
業
を
、
障

害
者
当
事
者
と
、
そ

の
支
援
者
が
主
体
的

に
行
う
こ
と
に
よ

り
、
も
っ
て
社
会
全

体
の
利
益
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

事
業
名
の
変
更 

 

平
成
二
五
年

一
一
月
二
八

日 


